
（平成 25年 10月～） 

身近なあなたの相談相手行政書士による 

 
     

 

 

     

 

 

○ 遺言書や遺産分割協議書作成 

○ 官公署への許認可手続き 

○ 外国人の入国・在留手続き 

○ 法人設立や運営に関する手続き・・・など 

 
 

 

                                  
 

 場所：東成区役所４階相談室 

(受付１階)  先着順  

相談時間：午後１時～４時 
 
 

【お問い合わせ】 

東成区役所    

総務課 
電話  ０６－６９７７－９６８３ 

毎月第１水曜日 


